
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

規
模

用
途

非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
の
水
準
を
示
す
係
数

規
模

用
途

非
住
宅
部
分
の
基
準
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
の
水
準
を
示
す
係
数


非
住
宅
部
分
の
床
面
積
（
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）

第
三
条
に
規
定
す
る
床
面
積

（
非
住
宅
部
分
の
増
築
又
は
改

築
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部

分
の
床
面
積
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）の
合

計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル










以
上

で
あ
る
こ
と
。

事
務
所
等

08


非
住
宅
部
分
の
床
面
積
（
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）

第
三
条
に
規
定
す
る
床
面
積

（
非
住
宅
部
分
の
増
築
又
は
改

築
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部

分
の
床
面
積
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）の
合

計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル










以
上

で
あ
る
こ
と
。

事
務
所
等

08


ホ
テ
ル
等

08


ホ
テ
ル
等

08


病
院
等

085


病
院
等

085


百
貨
店
等

08


百
貨
店
等

08


学
校
等

08


学
校
等

08


飲
食
店
等

085


飲
食
店
等

085


集
会
所
等

085


集
会
所
等

085


工
場
等

075


工
場
等

075

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省

国
土
交
通
省
令
第
二
号

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫






非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合
計

が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル










未
満
で

あ
る
こ
と
。

10


非
住
宅
部
分
の
床
面
積
の
合
計

が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル










未
満
で

あ
る
こ
と
。

10

備
考
（
略
）

備
考
（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提
出
、同
法
第
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確
保
計
画
の
通
知
又
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
さ
れ
た
建
築
物
に
係
る
同
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報


